
原子力－1 

第１節 基本的な考え方等 

 

１ 基本的な考え方 

本市には、「原子力災害対策特別措置法（平成 11 年 12 月 17 日法律第 156 号。以下「原災法」

という。）」に規定される原子力事業所の立地はない。 

また、最も近い原子力事業所である、鹿児島県薩摩川内市の九州電力株式会社川内原子力発

電所（以下「川内原子力発電所」という。）についても、市境まで直線距離で約 110ｋｍの距離

がある。 

原子力災害発生時には、住民等に対する被ばくの防護措置を短期間で効率的に行うため、原

災法第６条の２の規定により、原子力規制委員会が定める「原子力災害対策指針」において、

「原子力災害対策重点区域」が定められているところである。 

川内原子力発電所のような実用発電用原子炉については。「予防的防護措置を準備する区域（Ｐ

ＡＺ：Ｐｒｅｃａｕｔｉｏｎａｒｙ Ａｃｔｉｏｎ Ｚｏｎｅ）が概ね半径５ｋｍとされ、「緊

急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ：Ｕｒｇｅｎｔ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ Ａｃｔｉｏｎ 

Ｐｌａｎｎｉｎｇ Ｚｏｎｅ）については、概ね 30ｋｍを目安とすることとされている。 

しかし、平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島

第一原子力発電所事故において、放出された放射性物質の影響や避難を要する区域が極めて広

範囲に及んだことを踏まえ、安全神話にとらわれることなく、本県周辺の原子力発電所におい

て万一同様の事故が発生した場合を想定し、被害の軽減及び拡大防止のため、原災法、原子力

災害対策指針及びその他関係法令等の趣旨を踏まえて、予防対策、応急対策及び復旧対策につ

いて本計画で定めるものとする。 

 

【この編で用いる用語の定義】 

原子力災害 原災法第２条第１号に規定する被害をいう。 

原子力事業者 原災法第２条第３号に規定する事業者をいう。 

原子力事業所 原災法第２条第４号に規定する工場又は事業所をいう。 

警戒事態 原子力災害対策指針に基づく警戒事態をいう。 

施設敷地緊急事態 原子力災害対策指針に基づく施設敷地緊急事態をいう。 

全面緊急事態 原子力災害対策指針に基づく全面緊急事態をいう。 
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２ 計画の性格 

⑴ 市に係る原子力災害対策の基本となる計画 

この計画は、市の地域に係る原子力災害対策の基本となるものであり、国の防災基本計画

原子力災害対策編及び原子力災害対策指針を踏まえて作成したものである。 

⑵ 本編の見直し 

今後の原子力災害対策指針の改定内容や、科学的な知見及び防災上の重要事項を把握する

とともに、その他の状況の変化も踏まえ、本編についても必要に応じて検討を加え、修正を

行うこととする。 

 

３ 本編の周知徹底 

本編は、本市の原子力災害対策に係る基本的事項を定めるものであり、市は、県、関係行政

機関、関係公共機関その他防災関係機関に対し、周知を図るものとする。 

また、各関係機関は、これに基づき必要に応じてより詳細な実施要領等を定め、その具体的

推進に努めるものとする。 

 

４ 計画においてよるべき指針 

本編の作成又は修正に際して、原子力災害対策における専門的・技術的事項については、原

子力災害対策指針による。 

 

５ 計画の基礎とするべき災害の想定 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では、その影響が立地県のみならず近隣県やそ

の他の地方公共団体の広範囲に及んだところであり、このことを踏まえると、万一本市周辺で

原子力災害が発生した場合、何らかの影響が本市に及ぶことが想定される。 

その中で、地理的な関係から本市に影響を及ぼす可能性が最も高いのは、川内原子力発電所

での原子力災害と考えられることから、本計画は、同発電所で次の 1)～3)に掲げる事象が発生

した場合を想定し、作成するものである。 

なお、本市から距離が約 110ｋｍの九州電力株式会社川内原子力発電所、約 250ｋｍの四国電

力株式会社伊方原子力発電所での原子力災害についても本計画に沿って対応するものとする。 

⑴ 警戒事態又はこれに準ずる現象（予め県と九州電力株式会社において定める事象をいう。

以下同じ）の発生について九州電力株式会社からの連絡を受けたとき 

⑵ 施設敷地緊急事態が発生したとき 

⑶ 全面緊急事態が発生したとき 
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６ 防災関係機関の業務の大綱 

原子力防災に関し、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的

団体等の防災関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、第１章総則を基本とするほか、九

州電力株式会社については、特に下記のとおり定めるものとする。 

⑴ 市、県、市町村、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共

的団体その他の防災上重要な施設の管理者 

（第１章総則第 7節「防災関係機関の実施責任と処理すべき業務の大綱」参照） 

⑵ 原子力事業者 

機 関 名 業 務 の 大 綱 

九州電力株式会社

  

（災害予防・災害応急対策） 

1)原子力施設における原子力災害の発生の防止に関する措置に

関すること 

2)従業員に対する防災に関する教育及び訓練に関すること 

3)関係機関との情報連絡体制の整備及び防災上必要な情報の提

供に関すること 

4)原子力災害の拡大の防止や原子力災害の復旧に関すること 

5)この計画に基づき、県、市町村その他の防災関係機関が実施す

る対策への協力に関すること 
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第２節 原子力災害予防計画 

 

１ 情報の収集・連絡体制等の整備 ※（情報連絡系統図は、原子力－13のとおり） 

市は、県、国及びその他の防災関係機関との原子力災害対策に関する情報の収集及び連絡体

制を円滑に行い、必要な対策を迅速に講ずるため、次に掲げる事項について体制等を整備して

おくものとする。 

⑴ 情報の収集・連絡体制の整備 

市、県その他の防災関係機関は、平常時から緊急時の情報通信手段の確保に努める。 

⑵ 情報の分析整理 

ア 人材の育成・確保 

市は、原子力災害時における適切な判断を行い、円滑な防災対策を実施するため、県等

が行う原子力防災に関する研修会に可能な限り職員を派遣するなど、原子力災害対策に関

する専門知識を備えた職員の育成に努める。 

イ 原子力災害対策関連情報の収集・蓄積 

    市は、平常時より原子力災害対策関連情報の収集・蓄積に努めるものとする。 

ウ 災害対策上必要とされる資料 

市は、県と連携して、放射性物質及び放射線の影響予測に必要となる資料、防護資機材

等に関する資料を適切に収集・整備するものとする。 

⑶ 通信手段の確保 

市は、県からの的確な情報収集を図るため、防災行政無線の活用を図る。また、伝送路

の多ルート化などの災害に強い伝送路の構築に努めるものとする。 

 

２ 応急体制の整備 

市は、原子力災害発生時の応急対策活動を効率的に行うため、あらかじめ必要な体制等につ

いて整備するものとする。 

⑴ 災害対策本部の体制整備等 

市は、災害対策本部等を迅速・的確に設置・運営するため、災害対策本部等の設置場所、

本部の組織・所掌事務、運営に必要な資機材の調達方法等についてあらかじめ定めておくも

のとする。 

また、事態が長期化した場合に備えた職員の動員体制の整備も図るものとする。 

⑵ 職員の参集体制の整備 

市は、川内原子力発電所での災害発生時に、必要な体制が迅速に執れるよう、職員の参集

基準や連絡経路を明確にしておくなど、職員の参集体制の整備を図るものとする。 
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⑶ 防災関係機関相互の連携体制 

市は、平常時から県、国、自衛隊、警察、海上保安庁、医療機関、指定公共機関、指定地

方公共機関及びその他の関係機関と原子力災害対策に係る体制について相互に情報交換し、

各防災関係危難の有する機能の把握に努めるなど、相互の連携体制の強化を図るものとする。 

⑷ モニタリング体制等 

県は、原子力災害時における県内の環境への影響の評価を資するため、環境放射能水準調

査を継続して実施する。 

また、国が実施する原子力災害発生時のモニタリング体制強化に備え、県の保有する資機

材の点検や整備を行い、さらに、使用方法の研修等を実施し、従事できる職員の育成に努め

る。 

加えて、モニタリング機器の故障やその他の事態に備え、県に代わってモニタリングの実

施が可能な外部機関等の事前把握に努める。 

⑸ 人材及び防災資機材の確保等に係る連携 

市は、地震、津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生により、防災活動に必

要な人員及び防災資機材が不足するおそれがあることを想定し、これらの確保等において、

県や関係機関と相互の連携を図るものとする。 

 

３ 住民の屋内退避、一時移転等に係る体制の整備 

⑴ 屋内退避、一時移転等に係る体制の構築 

  市は、防災関係機関等と連携して、原子力災害対策指針等を踏まえて、住民の屋内退避、

一時移転及び避難に係る体制の構築に努めるものとする。（避難は、空間放射線量率等が高い

又は高くなるおそれのある地点から速やかに離れるため緊急で実施するものであり、一時移

転は、緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率等は低い地域ではあるが、日常生

活を継続した場合の無用の被ばくを低減するため、1 週間程度内に当該地域から離れるため

実施するものである。以下「一時移転及び避難」を「一時移転等」という。） 

県は、市町村の区域を越えた一時移転等については、市町村間の調整等必要な支援を行う

ものとする。県の区域を越えた一時移転等については、国と県が連携して必要な調整等を行

うものとする。 
 
 ⑵ 屋内退避、一時移転等に係る避難所の確保・整備 
   市は、気密性、遮蔽性の高い造りの公共施設等を屋内退避、一時移転等に係る避難所（以 

下本編において「避難所」という。）として指定するよう努めるものとする。 
県は、市に対して避難所の設置、避難所に整備すべき資機材等について助言する。 
 

４ 医療体制及び健康相談体制の整備 

県は、今後の原子力災害対策指針の改正において、原子力災害対策重点区域外の都道府県

において原子力災害医療体制（原子力災害対策指針に定める原子力災害時における医療体制）
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の整備が必要とされた場合には、原子力災害医療体制の整備を進めるものとする。 

また市は、県と連携し、健康及び医療等に係る住民等からの相談に対応できるよう、対応

窓口を明確化するなど、相談体制の整備を図る。 

 

５ 住民等への的確な情報伝達 

市は、住民等に対し、原子力災害に関する情報提供を迅速かつ確実に実施できるよう、災害

の状況に応じて提供すべき情報の項目について事前に整理しておく。 

また、市は、テレビ、ラジオのほか、インターネット、メール等の多種媒体の活用に努める

ものとする。 

特に要配慮者に対しては、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、住民、自主防災組

織等の協力、情報通信機器の活用や情報伝達体制の整備について、必要に応じて県より助言を

受けることとする。 

さらに市は、県と連携し、速やかに住民等からの問い合わせに対応する相談窓口が設置でき

る体制の構築に努める。 

市は、県から施設敷地緊急事態又は全面緊急事態に係る連絡を受けた場合において、迅速か

つ確実に住民等に対して情報伝達を行うために、同報系防災行政無線の使用をはじめ、複数の

伝達方法を検討するものとする。 

 

６ 原子力防災等に関する住民等への知識の普及、啓発 

市は、県と協力して、住民等に対し原子力防災に関する知識の普及と啓発のため、次に掲げ

る事項を参考に広報活動の実施に努める。 

また、市はこれらの活動を行う場合に、県より必要な助言等を受ける。 

⑴ 放射性物質及び放射線の特性に関すること 

⑵ 原子力施設の概要に関すること 

⑶ 原子力災害とその特性に関すること 

⑷ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

⑸ 緊急時に県や国等が講じる対策の内容に関すること 

⑹ 屋内退避及び一時移転等に関すること 

⑺ 要配慮者への支援に関すること 

⑻ 緊急時にとるべき行動 

⑼ 避難所での運営管理、行動等に関すること 

 

７ 防災訓練の実施 

市は、屋内退避、一時移転等や除染活動など原子力防災にも応用可能な要素が含まれている

総合防災訓練や国民保護訓練と連携を図った計画的な原子力防災訓練の実施に努める。 

また、必要に応じて国や県が実施する原子力防災訓練に参加するものとする。 
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８ 民間企業等との連携 

市は、平常時から民間企業等が持つ能力・技術の情報取集に努め、原子力災害対策を確実に

実施するため、既に民間企業や団体と締結している災害時応援協定の見直しや、新たな協定の

必要性、その連携のあり方について検討するものとする。 

 

 

第３節 原子力災害応急対策計画 

 

１ 基本方針 

本節は、警戒事態、施設敷地緊急事態の発生があった場合の対応及び全面緊急事態が発生し

た場合の応急対策を中心に示したものであるが、これら以外の場合であっても原子力防災上必

要と認められるときは、本節に示した対策に準じて対応するものとする。 

 

２ 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

県と九州電力株式会社は平成 25 年７月 16 日に「川内原子力発電所に係る防災情報等の連絡

に関する覚書（以下「覚書」という。）」を締結しており、これに定められた「非常時」又は「異

常時」の各事態区分に該当する事象が川内原子力発電所において発生した場合には、県に対し

てあらかじめ定めた方法により、情報連絡が行われることとなっている。 

原子力災害対策指針においては、事態区分を警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態

の３つに区分しているところであるが、本覚書における「非常時」は、同指針における施設敷

地緊急事態又は全面緊急事態と同義であり、「異常時」は、同指針における警戒事態を包含して

いる。 

原子力災害対策指針においては、上記の３つの事態区分ごとに、原子力災害対策重点区域内

の対処をあらかじめ決定しており、国の防災基本計画も同様の整理がなされていることから、

本編における事態区分はこれらの区分によることとする。 

⑴ 警戒事態等（「覚書」に基づく「異常時」の事象）が発生した場合の連絡体制 

ア 九州電力株式会社は、速やかに、県に対して事象の概要を記した文書をファクシミリで

送付するものとし、併せて電話による連絡も行う。 

イ 県は、九州電力株式会社から連絡を受けた事項について、市及び関係機関に直ちにファ

クシミリで連絡するものとする。なお、必要と認められる場合は電話による連絡も併せて

行う。 

⑵ 施設敷地緊急事態又は全面緊急事態（「覚書」に基づく「非常時」の事象）が発生した場合

の連絡体制 

ア 九州電力株式会社の原子力防災管理者は、直ちに、県に対し事象の概要を記載した文書
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をファクシミリ等で送付するものとする。さらに九州電力株式会社は、県に対して、電話

によりファクシミリ等の着信及び記載内容を確認するものとする。 

イ 県は、九州電力株式会社から通報・連絡を受けた事項について、市及び関係機関に直ち

にファクシミリで連絡するものとし、併せて電話による連絡も行う。 

⑶ 施設敷地緊急事態又は全面緊急事態発生後の応急対策活動等に係る情報連絡及び収集 

ア 九州電力株式会社から、施設敷地緊急事態又は全面緊急事態発生後の応急対策活動等に

係る情報連絡があった場合 

(ア) 九州電力株式会社は、原子力規制委員会等のほか、県に対しても、施設の状況、九州

電力の応急対策活動の状況、被害の状況等を記載した文書をファクシミリ等で連絡する

ものとする。 

(イ) 県は、九州電力株式会社から連絡を受けた事項について、直ちに市及び関係機関に連

絡するものとする。 

イ 県による情報の収集 

県は、国及び隣接県に対して情報の提供を求め、又は自らの情報収集活動により、災害

の状況、県への影響、隣接県及び原子力事業者による緊急事態応急対策の実施状況その他

の必要な情報の収集を行うとともに、立地県等から原子力発電所事故等の情報伝達を受け

た場合は、速やかに市町村、消防本部、警察等の防災関係機関及び関係各課へ情報提供を

行い、相互の連携を密にし、対応に備えるものとする。 

また、県は、必要に応じ、原子力事業所が立地する隣接県等に職員を派遣し、情報の収

集を行うものとする。 

⑷ 一般回線が使用できない場合の対処 

県は、地震や津波等の影響に伴い、一般回線が使用できない場合は、防災行政無線等を活

用し、情報収集・連絡を行うものとする。 

⑸ 放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 

県は、国による緊急時モニタリング（放射性物質若しくは放射線の異常な放出又はそのお

それがある場合に実施する環境放射線モニタリングをいう。以下同じ。）が開始された場合は、

その情報収集に努める。 

 

３ 活動体制の確立 

市は川内原子力発電所における原子力災害を覚知した際は、その状況に応じて次の体制をと

るものとする。 

⑴ 市の活動体制 

ア 情報連絡本部体制 

(ア) 川内原子力発電所において、警戒事態又はこれに準じる事象が発生した場合 

(イ) その他危機管理課長が必要と認めたとき。 

イ 災害警戒本部体制 

(ア) 川内原子力発電所において、施設敷地緊急事態が発生した場合 
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(イ) その他危機管理課長が必要と認めたとき。 

ウ 災害対策本部体制 

(ア) 川内原子力発電所において、全面緊急事態が発生した場合 

(イ) その他市長が必要と認めたとき。 

⑵ 職員の参集及び動員 

職員の参集及び動員については、風水害等対策編第２章第２節「活動体制の確立」による

ほか、次のとおりとする。  

 

４ 原子力災害時の職員参集・配備計画 

原子力災害時の職員の配備については、次表のとおりとする。 

配備基準 配備体制 配備要員 

全面緊急事態が発生し、 

県に災害対策本部が設置された場合 
災害対策本部 

・市長 

・副市長 

・教育長 

・職員全員 

施設敷地緊急事態が発生し、 

県に災害警戒本部が設置された場合 災害警戒本部 
・課長 

・係長 

・危機管理課 

 

⑴ 災害警戒本部及び災害対策本部の廃止時期 

ア 災害警戒本部 

(ア) 災害対策本部が設置されたとき。 

(イ) 原子力災害の影響が本市の地域に及ぶおそれがないと、本部長が認めたとき。 

イ 災害対策本部 

(ア) 原子力緊急事態解除宣言（原災法第 15 条第４項で規定するものをいう。以下同じ。）

が行われた場合など、原子力災害の影響が本市の地域に及ぶおそれがないと、本部長が

認めたとき。 

(イ) 本部長が、おおむね緊急事態応急対策（原災法第２条第５号に規定するものをいう。

以下同じ。）を終了したと認めるとき。 

 

５ 住民等への的確な情報伝達活動 

⑴ 住民等への情報伝達活動 

県は住民等の適切な判断や行動に資するよう、インターネットやメール等の多種媒体を活

用して情報伝達を行う。 

その際、事故の状況や影響の度合い、県が講じている対策、モニタリング情報等を分かり

やすく整理し、正確に伝える。 

特に、急を要する場合やその他必要と認められる場合は、報道機関の協力を得て、迅速な
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広報に努める。 

市は、県から施設敷地緊急事態又は全面緊急事態に係る連絡を受けた場合において、同報

系防災行政無線等により、迅速かつ確実に住民等に対して情報伝達を行うものとする。 

⑵ 住民等からの問い合わせに対する対応 

市は、住民等の安心に資するため、県と連携し、必要に応じて問い合わせに対応する相談

窓口を設置する。 

なお、住民等のニーズを踏まえて、情報の収集・整理・発言を行うものとする。 

 

６ 屋内退避、一時移転等の防護活動 

県及び市は、原災法による国の指示、勧告等に基づき、屋内退避又は一時移転等の措置を

実施する。 

 ⑴ 屋内退避、一時移転等の指示等 

   原子力発電所から３０ｋｍを超える区域においても、原子力発電所の事故状況によっては、

屋内退避の防護措置が実施される場合がある。また、放射性物質の放出後、国が主体となっ

て実施する緊急時モニタリングの結果、原子力災害対策指針に定める基準値を超える空間放

射線量率が計測された地域について、一時移転等の防護措置が実施される場合がある。 
   内閣総理大臣から原子力緊急事態宣言が発出された場合、県及び市は、屋内退避を実施す

る可能性がある旨の注意喚起を行う。 
  県は、原災法第 20 条第 2 項の規定により、原子力災害対策本部長である内閣総理大臣から、

屋内退避又は一時移転等の指示があった場合には、県は、関係市町村に対して、これらを伝

達するとともに、市町村の区域を越えた一時移転等が必要となる場合については、避難者の

受入れについて、関係市町村等と協議・調整を行うものとする。 
市は、指示の伝達を受けて、区域内の住民に対して屋内退避又は一時移転等の指示を行うも

のとする。 
 
 ⑵ 屋内退避の実施 

   屋内退避の防護措置を実施する場合、住民は速やかに自宅や職場、近くの公共施設等へ屋

内退避するものとする。市は、消防、警察等関係機関の協力のもと、屋内退避の指示のあっ

た区域内の屋外にいる住民に対し、速やかに自宅等に戻るか、近くの公共施設等に屋内退避

するよう指示するものとする。 

 

⑶ 避難所の開設及び運営 
  市は、屋内退避、一時移転等に備えて避難所を開設し、住民に対して周知を図るものとす

る。 
(4) 要配慮者等への配慮 

   県及び市は、避難所へ誘導、避難所での生活に関して、要配慮者及び一時滞在者の健康状

態に十分配慮するものとする。 
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７ 緊急時モニタリングの実施 

県は、放射性物質の拡散状況等を把握するため、モニタリングポストでの環境放射線モニタ

リングを継続するとともに、国からの指示又は要請があった時には、その指示に従って可搬型

の放射線測定機器の活用などにより、データ収集に努める。 

また、国等が収集し、県に提供されたデータをその後の対策に活用する。 

収集したデータは県ホームページで公表するとともに、必要に応じて、関係市町村及び関係

機関に連絡するものとする。 

 

８ 医療及び健康相談の実施 

県は、必要に応じて、県内の医療機関等の協力を得て、救護所等でのサーベイメータ等を用

いた放射線物質の汚染検査（スクリーニング）、ふき取り等の簡易除染等を実施する。 

市は、県と連携し、医療及び健康相談等を実施する。 

 

９ 飲料水、飲食物の摂取制限等 

県は、国からの要請等により、飲食物に係る放射性物質による汚染状況を調査するとともに、

原子力災害対策指針の指標や食品衛生上の基準値を踏まえた国の指導、助言及び指示に基づき、

飲食物の出荷制限、摂取制限等及びこれらの解除を関係事業者等に要請するものとする。 

 

１０ 広域一時滞在の受入れ 

県は、川内原子力発電所での原子力災害に伴い、国、鹿児島県から広域一時滞在のための協

力要請がなされた場合には、受入れ可能な施設の調査や、受入れに係る調整等を関係機関と連

携して行うものとする。 

 

第４節 原子力災害復旧・復興計画 

 

１ 環境放射線モニタリングの継続と結果の公表 

県は、原子力緊急事態解除宣言が行われた際は、国の指示や助言を踏まえて平常時のモニタ

リング体制に移行し、その結果を県ホームページ等で公表するものとする。 

 

２ 風評被害等の影響軽減 

市は、国、県及び関連機関と連携し、科学的根拠に基づく農林水産業、地場産業の産品等の

適切な流通が確保されるよう広報活動等を行うものとする。 
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３ 住民健康相談 

市は、県及び医療機関等の協力を得て、被ばく者のアフターケアを行うとともに、避難等を

行った住民や避難者の受入に協力した住民等の心身の健康に関する相談に応じるための体制を

とる。 

 

４ 放射性物質による汚染の除去等 

県は、国等と協議・調整し、県内において放射性物質の除染が必要と認められた場合は、関

係機関と連携して除染作業に必要な調整を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■ 情報連絡系統図                                   ■ 情報連絡系統図 

（九州電力川内原子力発電所）         
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